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知多半島医療圏災害医療対策会議の運営について 

Ⅰ.知多半島医療圏災害医療対策会議について 

○ 愛知県では、県内に大規模災害が発生した際に、医療に関する調整が円滑に

実施できる体制の確保を図るために、愛知県地域防災計画に基づき愛知県災害

対策本部の下に愛知県災害医療調整本部及び 2 次医療圏単位で愛知県地域災

害医療対策会議を設置することとしている。(愛知県災害医療調整本部等設置

要綱、以下「要綱」、第 1 条。) 
○ 知多半島医療圏災害医療対策会議（以下「会議」）は、2 次医療圏単位で設

置することされている愛知県地域災害医療対策会議として、当医療圏において、

圏域内に震度 6 弱以上の地震が発生した場合等に設置するものであり、その事

務は、医療圏内における医療資源の配置調整及び患者搬送調整に関すること等

である。(要綱第 8 条～12 条。) 

Ⅱ.知多半島医療圏災害医療対策会議の設置、組織及び運営について

１．会議の設置(要綱第 8 条)
  半田保健所長等は、以下の場合に会議を設置する。

○ 知多半島医療圏内において、震度 6 弱以上の地震が発生した場合

若しくは、

○ 災害が発生して知多半島医療圏としての医療に関する調整が必要となっ

た場合

(なお、廃止については、「Ⅵ．会議の廃止」参照のこと。) 

２．地域災害医療コーディネーターの招集・派遣を要請する職員 

(要綱第 8条及び第 10 条) 
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（１）地域災害医療コーディネーターの招集 

○ 会議を設置した場合には、半田保健所長等は、地域災害医療コーディ

ネーターを招集する。

○ 地域災害医療コーディネーターは知多半島医療圏における災害時の

医療供給体制を総括し、調整する業務を行う。

（２）派遣を要請する職員 

○災害拠点病院

・地域中核災害拠点病院(半田市立半田病院) 
  ・地域災害拠点病院(厚生連知多厚生病院) 

災害拠点病院は、被災現場において応急救護を行う救護所や救急病

院、救急診療所等との円滑な連携のもとに、災害時における重症患者

の適切な医療を確保することを目的に設置される病院。

○二次救急病院等(常滑市民病院、東海市民病院、小嶋病院、知多市民病

院、石川病院、医療法人赫和会杉石病院、渡辺病院、あいち小児保

健医療センター) 
○地区医師会

  ・半田市医師会(半田市) 
  ・東海市医師会(東海市) 
 ・知多郡医師会(常滑市・大府市・知多市・阿久比町・東浦町・

南知多町・美浜町・武豊町) 
○地区歯科医師会

  ・半田歯科医師会(半田市・阿久比町・東浦町・武豊町) 
  ・東海市歯科医師会(東海市) 
  ・知多郡歯科医師会(常滑市・大府市・知多市・南知多町・美浜町) 

○地区薬剤師会

  ・知多薬剤師会(半田市・阿久比町・東浦町・武豊町) 
  ・西知多薬剤師会(常滑市・東海市・大府市・知多市) 
  ・美浜南知多薬剤師会(南知多町・美浜町) 
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○県看護協会地区支部

○市町(半田市・常滑市・東海市・大府市・知多市・阿久比町・東浦町・

南知多町・美浜町・武豊町) 
○消防

  ・常滑市消防本部(常滑市) 
  ・東海市消防本部(東海市) 
  ・大府市消防本部(大府市) 
  ・知多市消防本部(知多市) 
  ・知多中部広域事務組合消防本部(半田市・阿久比町・東浦町・武豊町) 
  ・知多南部消防組合消防本部(南知多町・美浜町) 

○その他  警察 自衛隊

○参考 保健所所管区域等

３.会議の設置場所 (要綱第 8条) 

○ 原則として半田保健所に設置する。

○ 保健所に設置できない場合の候補

  ・半田市立半田病院

  ・厚生連知多厚生病院

４．会議の所管事務 (要綱第 9条)

（１）知多半島医療圏内における医療資源の配置調整及び患者搬送調整に関する

こと。

（２）知多半島医療圏内の医療機関及び市町の医療支援に関すること。

（３）災害医療調整本部に対する医療支援の要請に関すること。

半田市 阿久比町 東浦町 武豊町 美浜町 南知多町 常滑市 大府市 知多市 東海市

東海市
消防

東海市
医師会

知多郡
医師会

消防本部
知多中部
消防

知多南部
消防

常滑市
消防

薬剤師会

半田
歯科医師会

知多郡
歯科医師会

大府市
消防

知多市
消防

医師会
半田市
医師会

保健所

東海市
歯科医師会

知多
薬剤師会

美浜南知多
薬剤師会

西知多
薬剤師会

半田保健所 知多保健所

歯科医師会
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（４）ＤＭＡＴ活動拠点本部との連携に関すること。

（５）その他、上記に必要な情報の収集・分析、調整に関すること。

５．会議の議長 (要綱第 10 条)

○ 半田保健所長 (基幹的保健所所長)が議長として会議を統括する。

○ 半田保健所長が議長を行えない場合は、地域中核災害拠点病院(半田市立

半田病院)、地域災害拠点病院(厚生連知多厚生病院)の順に、その病院に属す

る災害医療コーディネーターが議長を代理するものとする。

６．事務局 

○ 会議の事務局は、半田保健所において処理する。(要綱第 11 条)

○ その他、災害医療対策会議の運営等に必要な事項は、保健所長等が別に定

めるものとする。(要綱第 10 条)

Ⅲ 通信手段・情報システム 

１．通信手段 

  （１）愛知県高度情報通信ネットワーク

○防災行政無線電話・防災行政無線 FAX 
(保健所においては同一回線のため同時使用不可) 

○防災 web メール

  （２）災害優先電話(音声通話・データ通信)
  （３）衛星(携帯)電話 

  （４）愛知県医師会無線

２．情報システム

  （１）愛知県高度情報通信ネットワーク

○県防災情報システム

○県道路情報システム
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○県雨量情報システム

○県河川情報システム

○県砂防情報システム  他

  （２）愛知県広域災害・救急医療情報システム 

  （３）広域災害救急医療情報システム（Emergency Medical Information System、

以下「ＥＭＩＳ」）・・・国のシステム

３．関係機関別利用可能通信手段

 別冊「知多半島医療圏災害医療対策会議 関係機関連絡先(取扱注意)」を作成

Ⅳ.医療資源の把握及び医療ニーズの把握 

１．医療資源の把握 

  （１）愛知県広域・災害情報システム及びＥＭＩＳ

    ○受入れ可能患者数

    ○医療スタッフ提供

  （２）備蓄医薬品等 

○ 医薬品等リスト

○ 愛知県では、「外傷等」用を主とした医薬品等を関係団体に委託し、備

蓄拠点にランニング備蓄してきた。(知多半島医療圏ではアルフレッサ(株)
半田支店) （資料２参照）

○ しかしながら、東日本大震災では、高血圧や慢性疾患の治療薬等が不足

したという問題点が挙げられたことから、平成 25 年 8 月 26 日に愛知県

医薬品卸協同組合、中部衛生材料協同組合及び愛知県医療機器販売業協会

と備蓄拠点のみならず他営業所も含め幅広い種類の医薬品等の供給が図

れるように協定が締結された。（資料２参照）

  （３）医療救護班

  （４）透析ができる医療機関



6

 ２．医療ニーズの把握 

  （１）愛知県広域災害・救急医療情報システム及びＥＭＩＳ 

    ○患者転送情報 

     ・転送が必要な重症患者数 

     ・  〃  (そのうち広域医療搬送基準を満たした患者数) 

     ・転送が必要な中等症患者数 

    ○医薬品等備蓄状況 

（２）市町からの要請 

    ○医薬品等供給要請（資料２参照） 

 ・要請ルート

医薬品等の供給については、市町から会議へ要請する。 

従前は、市町村を通じて県災害対策本部(医薬安全課)に要請するルート

であったが、災害医療コーディネート体制が講じられたことから、会議に

供給要請ルートが変更された。 

    ○医療救護班の派遣要請

      救護所

  市町村は、自らの公的医療機関において医療活動を行うほか、医療

救護所を設置し、必要に応じて地区医師会、地区歯科医師会、地区薬

剤師会等に対し協力を求め、地域の医療体制に確保に努めるものとす

る。

避難所

  （３）透析患者等

Ⅴ．分析・調整 

１．愛知県災害医療調整本部との調整 
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 ２．DMAT 活動拠点本部との調整 

 ３．搬送調整 

  （１）消防 

 消防は、大規模災害時、消火が第 1任務となるが、救急搬送については圏

域内、県内圏域外、県外（「緊急消防援助隊」）から救急搬送の応援を要請す

ることができる。 

（２）受け入れ先医療機関の確保

（３）ヘリポート 

４．その他

（１）検視

（２）治安情報

Ⅵ．会議の廃止(要綱第 12 条)

知多半島医療圏において、市町の区域を越えた医療に関する調整が不要と判断

される場合に会議を廃止する。
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Ⅶ. 愛知県災害医療調整本部等設置要綱 

（目的）

第１条 この要綱は、県内に大規模災害が発生した際に、医療に関する調整が円滑に実施できる

体制の確保を図るために、愛知県地域防災計画に基づき愛知県災害対策本部（以下、「災害対

策本部」という。）の下に設置する、愛知県災害医療調整本部（以下、「災害医療調整本部」と

いう。）及び２次医療圏単位で設置する愛知県地域災害医療対策会議（以下、「地域災害医療対

策会議」という。）並びに、愛知県地域防災計画及び日本ＤＭＡＴ活動要領に基づき設置する

愛知県ＤＭＡＴ調整本部（以下、「ＤＭＡＴ調整本部」という。）の、組織及び運営に関して必

要な事項を定める。

（定義）

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところ

による。

（１）ＤＭＡＴ指定医療機関

 ＤＭＡＴの派遣に協力する意志及びＤＭＡＴの活動に必要な人員、装備を持ち、県に指定

された医療機関をいう。

（２）ＤＭＡＴ活動拠点本部

 ＤＭＡＴ調整本部の指揮の下、災害拠点病院等に設置される参集したＤＭＡＴの指揮及び

調整等を行う本部をいう。

（３）ＤＭＡＴ・ＳＣＵ本部

 ＤＭＡＴ調整本部の指揮の下、ＳＣＵ（広域医療搬送拠点）に設置される、ＳＣＵに参集

したＤＭＡＴの指揮及び調整等を行う本部をいう。

（４）ロジスティクス

 ＤＭＡＴの活動に必要な連絡、調整、情報収集の業務等を含む、ＤＭＡＴ活動に関わる通

信、移動手段、医薬品、生活手段等を確保することをいう。

（災害医療調整本部の設置）

第３条 健康福祉部健康担当局長（以下、「健康担当局長」という。）は、県内に震度６強以上の

地震が発生した場合、若しくは、県内に災害が発生して、全県的な医療に関する調整が必要と

なった場合に、災害対策本部の下に災害医療調整本部を設置し、本部災害医療コーディネータ

ーを招集するとともに、愛知県医師会、愛知県歯科医師会、愛知県薬剤師会、愛知県看護協会、

愛知県病院協会、その他関係機関に対して、職員の派遣を要請する。

（災害医療調整本部の所管事務）
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第４条 災害医療調整本部は、次の事務をつかさどる。

（１）全県域を対象とした医療資源の配置調整及び患者搬送調整に関すること。

（２）国や他都道府県等に対する医療支援の要請及び受入れと、その派遣調整に関すること。

（３）地域災害医療対策会議の支援に関すること。

（４）その他、上記に必要な情報の収集・分析、調整に関すること。

（災害医療調整本部の組織及び運営）

第５条 災害医療調整本部は、健康担当局長が本部長として統括するとともに、次により構成す

る。

（１）本部災害医療コーディネーター

県全域の災害時の医療提供体制を統括し、調整を行う業務を行う。

（２）関係機関職員

   各関係機関で収集した情報の提供・共有を行うとともに、各関係機関との連絡調整を行う。

２ その他災害医療調整本部の運営等に必要な事項は、健康担当局長が別に定めるものとする。

（災害医療調整本部の事務局）

第６条 災害医療調整本部の事務局は、健康福祉部健康担当局において処理する。

（災害医療調整本部の廃止）

第７条 健康担当局長は、災害医療調整本部による全県的な医療に関する調整が不要と判断する

場合に、災害医療調整本部を廃止する。

（地域災害医療対策会議の設置）

第８条 別表に規定する２次医療圏ごとの基幹となる保健所長等（以下、「保健所長等」という。）

は、各２次医療圏内において、震度６弱以上の地震が発生した場合、若しくは、災害が発生し

て２次医療圏としての医療に関する調整が必要となった場合に、地域災害医療対策会議を設置

し、地域災害医療コーディネーターを招集するとともに、管内の災害拠点病院、市町村、地区

医師会、地区歯科医師会、地区薬剤師会、その他関係機関等に対して、職員の派遣を要請する。

なお、地域災害医療対策会議の設置場所については、保健所長等が別に定める。

（地域災害医療対策会議の所管事務）

第９条 地域災害医療対策会議は、次の事務をつかさどる。

（１）各２次医療圏内における医療資源の配置調整及び患者搬送調整に関すること。

（２）各２次医療圏内の医療機関及び市町村の医療支援に関すること。

（３）災害医療調整本部に対する医療支援の要請に関すること。

（４）ＤＭＡＴ活動拠点本部との連携に関すること。
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（５）その他、上記に必要な情報の収集・分析、調整に関すること。

（地域災害医療対策会議の組織及び運営）

第１０条 地域災害医療対策会議は、保健所長等が議長として統括するとともに、次により構成

する。

（１）地域災害医療コーディネーター

各２次医療圏における災害時の医療提供体制を統括し、調整する業務を行う。

（２）各２次医療圏内の市町村、関係機関の職員

   各関係機関で収集した情報の提供・共有を行うとともに、各関係機関との連絡調整を行う。

２ 保健所長等は、地域災害医療対策会議の設置や運営が円滑に行われるよう、平常時より、事

前に、被災等により自身が不在の場合に議長の代理をする者を指定しておくなどの対策を講じ

るものとする。

３ その他、地域災害医療対策会議の運営等に必要な事項は、保健所長等が別に定めるものとす

る。

（地域災害医療対策会議の事務局）

第１１条 地域災害医療対策会議の事務局は、各２次医療圏内の保健所（名古屋医療圏において

は名古屋市健康福祉局）において処理する。

（地域災害医療対策会議の廃止）

第１２条 保健所長等は、所管する２次医療圏内において、地域災害医療対策会議による市町村

の区域を越えた医療に関する調整が不要と判断する場合に、地域災害医療対策会議を廃止する。

（ＤＭＡＴ調整本部の設置）

第１３条 健康担当局長は、県内において大規模災害等が発生してＤＭＡＴが活動を行う場合で、

その指揮統制が必要であると判断する場合に、災害医療調整本部が設置されている場合には災

害医療調整本部の下に、設置されていない場合には健康福祉部健康担当局の下に、県内で活動

する全てのＤＭＡＴを統括するＤＭＡＴ調整本部を設置する。

２ 健康担当局長は、本部災害医療コーディネーターの内、厚生労働省が実施する「統括ＤＭＡ

Ｔ研修」を終了し、厚生労働省に登録された統括ＤＭＡＴ登録者の中から、ＤＭＡＴ調整本部

責任者を任命するとともに、その業務を支援するため、県内のＤＭＡＴ指定医療機関に対して

ＤＭＡＴ（以下、「本部支援ＤＭＡＴ」という。）の派遣を要請する。

（ＤＭＡＴ調整本部の所管事務）

第１４条 ＤＭＡＴ調整本部は、災害発生直後からの早い段階において、県内で活動するすべて

のＤＭＡＴを統括するものとし、次の事務をつかさどる。
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（１）県内で活動するすべてのＤＭＡＴの指揮及び調整に関すること。

（２）ＤＭＡＴ活動拠点本部、ＤＭＡＴ・ＳＣＵ本部の設置、指揮、調整に関すること。

（３）県内で活動するＤＭＡＴ、医療機関へのロジスティクスに関すること。

（４）地域医療搬送（域内搬送）における受入病床及び搬送手段の確保の調整に関すること。

（５）ドクターヘリの運航に関わる調整に関すること。

（６）厚生労働省とのＤＭＡＴについての情報共有に関すること。

（７）ＤＭＡＴの撤収及び追加派遣の必要性の判断に関すること。

（８）その他、上記に必要な情報の収集・分析、調整に関すること。

（ＤＭＡＴ調整本部の組織及び運営）

第１５条 ＤＭＡＴ調整本部は、次により構成する。

（１）ＤＭＡＴ調整本部責任者

健康担当局長の指揮・命令系統の下、ＤＭＡＴ調整本部の責任者として、県内で活動する

全てのＤＭＡＴの活動に関する方針の決定に関与する。

（２）本部支援ＤＭＡＴ

ＤＭＡＴ調整本部責任者のサポート業務等を行う。

２ その他ＤＭＡＴ調整本部の運営等に必要な事項は、健康担当局長が別に定めるものとする。

（ＤＭＡＴ調整本部の事務局）

第１６条 ＤＭＡＴ調整本部の事務局は、健康福祉部健康担当局において処理する。

（ＤＭＡＴ調整本部の廃止）

第１７条 健康担当局長は、ＤＭＡＴ調整本部責任者の意見を参考にして、ＤＭＡＴ活動の統制

が不要であると判断する場合に、ＤＭＡＴ調整本部を廃止する。

附 則

（施行期日）

 この要綱は、平成２５年１０月２８日から施行する。
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別表

２次医療圏 基幹となる保健所長等

名古屋医療圏 名古屋市健康福祉局参事（保健）

海部医療圏 津島保健所長

尾張中部医療圏 師勝保健所長

尾張東部医療圏 瀬戸保健所長

尾張西部医療圏 一宮保健所長

尾張北部医療圏 春日井保健所長

知多半島医療圏 半田保健所長

西三河北部医療圏 衣浦東部保健所長

西三河南部東医療圏 西尾保健所長

西三河南部西医療圏 衣浦東部保健所長

東三河北部医療圏 新城保健所長

東三河南部医療圏 豊川保健所長


